
は
じ
め
に

本
稿
は
、
吉
田
松
陰
と
﹁
坤��
輿�
図�
識��﹂
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
松
陰
の

書
き
込
み
等
の
学
習
の
痕
跡
を
復
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
海
外
認
識

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。﹁
坤
輿
図
識
﹂に
つ
い
て
は
、萩
松
陰

神
社
に
松
陰
手
沢
本
が
伝
存
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
お
び
た
だ
し
い
書
き

込
み
や
、
校
訂
の
跡
、
朱
点
が
あ
り
、
松
陰
の
熱
心
な
研
究
ぶ
り
が
う
か
が

え
る
。
そ
れ
を
丹
念
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
松
陰
の
関
心
、
そ
こ
か
ら

得
た
で
あ
ろ
う
海
外
認
識
な
ど
多
様
な
情
報
を
汲
み
上
げ
て
み
た
い
。

こ
の
作
業
は
、従
来
の
松
陰
研
究
を
克
服
し
て
い
く
上
で
も
、重
要
な
意

義
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
松
陰
研
究
は
、﹃
吉
田
松
陰
全

集
�
１
�﹄

に
依
拠
し
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、﹃
全
集
﹄
に
は
、
海
外
関
係
史
料
が

収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
解
説
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題

が
あ
る
。こ
の
た
め
、松
陰
の
海
外
認
識
に
関
す
る
部
分
を
欠
落
さ
せ
た
ま

ま
松
陰
研
究
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
松
陰
の
攘
夷
論
は
、

海
外
の
こ
と
を
知
ら
な
い
無
謀
な
考
え
だ
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
原
因

に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、﹃
全
集
﹄
の
み
に
依
拠
し
た
研
究
を
克
服

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
松
陰
と
﹁
坤
輿
図
識
﹂
の
か
か

わ
り
を
分
析
し
、
次
に
﹁
坤
輿
図
識
﹂
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン

ス
の
部
分
を
翻
刻
し
て
、
そ
こ
に
松
陰
が
ど
の
よ
う
な
書
き
込
み
を
し
て

い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、さ
ら
に
、松
陰
の
海
外
認
識
が
そ
の
思
想
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。

一
 
吉
田
松
陰
と
﹁
坤
輿
図
識
﹂
の
か
か
わ
り

吉
田
松
陰
は
、
弘
化
三
年
︵
一
八
四
六
︶、
松
陰
の
養
父
吉
田
大
助
の
高

弟
山
田
宇
右
衛
門
�
２
�か

ら
﹁
坤
輿
図
識
﹂
を
贈
ら
れ
た
。
松
陰
は
、
後
に
﹁
治

心
気
齋
尤
も
海
賊
を
以
て
深
憂
と
す
。
余
是
に
於
て
憤
を
発
し
食
を
忘
れ
、

辺
防
を
講
究
す
�
３
�﹂

と
回
想
し
、
山
田
の
説
に
感
銘
し
て
対
外
的
危
機
を
憂

え
、
防
備
の
こ
と
を
食
を
忘
れ
る
ほ
ど
熱
心
に
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。

﹁
坤
輿
図
識
�
４
�﹂

は
、
洋
学
者
箕
作
阮
甫

�
�
�
�
�
�
�

の
養
子
箕
作
省
吾
が
、
数
種
の
蘭
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︵
広
島
大
学
名
誉
教
授
︶

一
九
四
九
年
広
島
県
生
ま
れ
。
著
書
﹃
幕
末
・
維
新
期
長
州
藩
の
政
治
構
造
﹄︵
校
倉
書
房
︶、﹃
幕
長
戦

争
﹄﹃
幕
末
維
新
の
政
治
過
程
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︶
ほ
か
多
数
。

吉
田
松
陰
と
﹁
坤
輿
図
識
﹂



書
を
基
に
し
て
編
述
し
た
世
界
地
誌
で
、
世
界
六
大
州
諸
国
の
地
誌
を
体

系
的
に
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
弘
化
二
年
︵
一
八
四
五
︶、
五
巻
三
冊
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
。よ
っ
て
、刊
行
後
ま
も
な
く
し
て
松
陰
の
手
に
入
っ
た
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
補
編
四
巻
四
冊
が
、
弘
化
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て

刊
行
さ
れ
た
。
補
編
に
つ
い
て
も
松
陰
の
弘
化
四
年
﹁
旧
鈔
﹂︵
読
書
の
随

録
︶
に
﹁
坤
輿
図
識
補
四
、
十
一
月
十
六
日
よ
り
同
十
八
日
ニ
至
リ
一
遍
読

取
�
５
�﹂

と
あ
る
の
で
、
刊
行
後
の
早
い
段
階
で
読
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

松
陰
の
﹁
坤
輿
図
識
﹂
に
関
す
る
読
書
や
講
読
の
記
録
に
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
愛
読
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

︵
一
︶
松
陰
は
、
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
四
月
九
日
に
江
戸
へ
遊
学
し
た
。

そ
し
て
、
同
年
六
月
五
日
付
萩
の
杉
梅
太
郎
宛
書
翰
に
﹁
一
、
坤
輿
図

識
・
図
共
に
便
り
之
れ
あ
り
候
節
、
御
送
り
越
し
頼
み
奉
り
候
﹂︵
七
︱

五
六
︶
と
、﹁
坤
輿
図
識
﹂
を
地
図
と
と
も
に
送
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し

て
い
る
。

︵
二
︶
嘉
永
四
年
七
月
二
十
二
日
以
後
の
杉
梅
太
郎
宛
書
翰
に
﹁
先
達
て
よ

り
追
々
申
上
げ
候
内
、方
正
学
文
粋
、文
章
軌
範
は
強
ひ
て
急
需
に
て
も

之
れ
な
く
候
。
坤
輿
図
識
ど
も
は
見
度
く
存
じ
奉
り
候
﹂︵
七
︱
六
八
︶

と
、﹁
坤
輿
図
識
﹂
を
早
く
見
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。

︵
三
︶
安
政
元
年
十
一
月
十
四
日
付
杉
梅
太
郎
書
翰
で
、
杉
が
、
野
山
獄
に

い
る
松
陰
に
、﹁
海
国
図
識
�
志
�﹂

を
渇
望
す
る
な
ら
借
用
し
よ
う
か
と
尋
ね

た
の
に
対
し
、松
陰
は
十
五
日
復
書
で
、﹁
ど
う
ぞ
借
覧
仕
り
度
く
候
。借

覧
相
成
り
候
は
ば
輿
地
全
図
、
坤
輿
図
識
を
付
送
願
ひ
奉
り
候
﹂︵
七
︱

二
六
一
︶
と
、﹁
海
国
図
志
﹂
に
﹁
輿
地
全
図
﹂﹁
坤
輿
図
識
﹂
を
付
け
て

送
っ
て
ほ
し
い
と
返
事
し
て
い
る
。

︵
四
︶﹁
野
山
獄
読
書
記
﹂を
見
る
と
、安
政
元
年
十
一
月
二
十
二
日
に﹁
坤

輿
図
識
三
冊
、
新
製
輿
地
全
図
壱
軸
、
海
国
図
志
﹂
を
読
了
し
て
お
り

︵
九
︱
四
〇
五
︶、
ま
も
な
く
松
陰
の
も
と
に
届
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

︵
五
︶
安
政
元
年
十
一
月
二
十
七
日
付
杉
梅
太
郎
宛
書
翰
で
﹁
坤
輿
図
識
補

一
見
仕
り
度
く
候
間
、何
と
か
術
は
あ
る
ま
い
か
、た
れ
か
所
持
仕
ら
ず

や
﹂︵
七
︱
二
七
二
︶と
、﹁
坤
輿
図
識
補
﹂を
見
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。

︵
六
︶
安
政
二
年
一
月
十
一
日
頃
、
杉
梅
太
郎
宛
書
翰
に
﹁
図
識
一
︵
中
略
︶

受
取
り
申
し
候
﹂︵
七
︱
三
三
五
︶
と
あ
り
、
松
陰
の
も
と
に
﹁
坤
輿
図

識
﹂
が
渡
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

︵
七
︶
杉
梅
太
郎
は
、
先
き
に
依
頼
を
う
け
た
﹁
坤
輿
図
識
補
﹂
を
探
し
た

と
見
え
、安
政
二
年
二
月
七
日
付
書
翰
で﹁
民
七
は
字
を
知
り
心
懸
け
候

者
に
や
。
此
の
内
図
識
補
を
携
へ
居
り
候
﹂︵
七
︱
三
五
六
︶
と
書
き
送

っ
て
い
る
。

︵
八
︶
安
政
二
年
三
月
二
十
七
日
、
松
陰
は
、
兵
学
門
人
の
妻
木
士
保
に
宛

て
、﹁
扨
て
又
、
輿
地
の
学
、
後
進
生
御
誘
掖
専
務
と
存
じ
奉
り
候
。
坤

輿
図
識
一
部
に
て
も
精
読
す
れ
ば
其
益
小
な
か
ら
ず
﹂︵
七
︱
三
六
一
︶

と
書
き
送
り
、後
進
の
指
導
に
地
理
学
は
重
要
で
あ
り
、﹁
坤
輿
図
識
﹂は

有
益
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

︵
九
︶
安
政
二
年
四
月
上
旬
、﹁
野
山
獄
読
書
記
﹂
に
よ
っ
て
﹁
坤
輿
図
識
補

四
﹂
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︵
九
︱
四
一
〇
︶。
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山
田
か
ら
贈
ら
れ
た﹁
坤
輿
図
識
﹂は
、萩
松
陰
神
社
に
伝
存
し
て
い
る
。

な
お
、﹁
坤
輿
図
識
補
﹂
は
、
萩
松
陰
神
社
に
は
伝
存
し
て
い
な
い
が
、
熱

心
に
学
習
し
て
い
る
こ
と
は
、以
上
の
よ
う
な
経
過
か
ら
確
認
で
き
る
。次

に
、﹁
坤
輿
図
識
﹂
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
部
分
の
本
文

と
松
陰
の
書
き
込
み
を
翻
刻
し
よ
う
。

二
 
﹁
坤
輿
図
識
﹂
の
翻
刻
と
松
陰
の
書
き
込
み

﹁
坤
輿
図
識
�
６
�﹂

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
凡
例
に
お
い
て
﹁
各
国
有
独

立
者
、
有
附
属
者
、
其
附
属
者
、
雖
有
名
大
邦
、
低
行
首
一
字
、
以
分
於
独

立
国
�
７
�﹂

と
、
独
立
国
と
附
属
国
を
厳
然
と
区
別
し
、
附
属
国
は
、
有
名
な
大

国
で
あ
っ
て
も
、
一
字
下
げ
に
し
て
独
立
国
と
区
別
し
て
記
載
す
る
と
述

べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
編
集
方
針
に
よ
り
、視
覚
的
に
明
確
に
判
別

で
き
る
形
で
附
属
国
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
巻
一
亜
細
亜
誌
の
中
で
の
一
字
下
げ
の
附
属
国
は
、
次
の
よ

う
な
国
で
あ
る
。

朝
鮮
、
満
州
、
蒙
古
、
カ
ル
カ
ス
、
サ
カ
レ
ン
︵
カ
ラ
フ
ト
︶、
ロ
シ

ア
韃
靼
︵
シ
ベ
リ
ア
︶、
カ
ム
シ
ヤ
ヅ
カ
、
新
セ
ン
ブ
ラ
、
小
仏
加
利
、

ト
ル
コ
、
カ
ン
ボ
チ
ヤ
、
セ
イ
ロ
ン
、
マ
ル
ヂ
ヘ
ス
、
台
湾

こ
れ
ら
の
国
は
、
主
権
の
存
し
な
い
附
属
国
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
独
立
国
は
次
の
よ
う
な
国
で
あ
る
。

日
本
、
漢
土
、
独
立
韃
靼
、
ツ
ベ
ツ
ト
、
大
仏
加
利
、
ト
ル
コ
ス
タ
ン
、

ウ
ス
ヘ
ン
キ
、
コ
サ
ツ
ケ
ン
、
カ
ウ
カ
シ
ユ
ス
、
ア
ラ
ビ
ア
、
ペ
ル
シ

ア
、
天
竺
︵
そ
の
中
に
ベ
ン
ガ
ラ
、
ホ
ン
バ
イ
、
ゴ
ア
、
マ
ラ
バ
ル
の

附
属
国
あ
り
︶、
後
イ
ン
ド
、
ア
セ
ム
、
ビ
ル
マ
ン
、
シ
ャ
ム
ロ
、
マ

ラ
ッ
カ
、
コ
ウ
チ
、
ト
ン
キ
ン
、
シ
ュ
モ
ダ
ラ
、
ジ
ャ
ワ
、
ボ
ル
ネ
ヲ
、

セ
レ
ベ
ス
、
ミ
ン
ダ
ノ
、
ル
ス
ン

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
松
陰
は
、
世
界
に
独
立
国
と
附
属
国
が
厳
然
と
存

在
す
る
と
い
う
リ
ア
ル
な
現
実
を
学
ん
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

︵
一
︶ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
翻
刻︵﹁
坤
輿
図
識
﹂巻
四
下
、萩
松
陰
神
社
蔵
︶

割
注
は
︿
 
﹀、
松
陰
の
朱
点
お
よ
び
本
文
行
間
へ
の
書
き
込
み
は

︵
 
︶
で
示
す
。
ま
た
、
松
陰
の
欄
外
書
き
込
み
に
つ
い
て
は
、︵
Ａ
︶
か

ら
︵
Ｊ
︶
の
記
号
を
付
し
て
示
し
、
そ
の
部
分
は
判
別
し
や
す
く
す
る
た

め
、
原
本
を
改
行
す
る
。
な
お
、
松
陰
の
書
き
込
み
に
は
、
句
点
は
無
い

が
、
適
宜
、
三
宅
が
付
し
た
。

共
和
政
治
州

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

総
説

此
疆
域
、
北
ハ
︵
、︶
新
貎
利
太
泥
亜
ニ
接
シ
、
南
ハ
︵
、︶
墨
是
可

�
�
�
�

ニ
至

リ
、
其
東
西
ハ
大
洋
ニ
臨
ム
、
域
中
本
ト
ハ
八
国
ナ
リ
シ
ニ
、
次
デ
十
三
州

ト
ナ
ル
、
近
世
又
倍
々
加
リ
テ
、
三
十
余
州
ニ
至
ル
、
然
レ
ド
モ
、
国
主
酋

長
有
ル
ニ
非
ズ
、
毎
国
、
其
賢
者
数
人
ヲ
推
テ
政
官
ト
ナ
ス
、
土
人
数
種
ニ

シ
テ
、各
地
其
俗
ヲ
同
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
、亦
彼
此
貴
賤
ノ
別
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

ナ
シ
、
其
地
ノ
南
部
ハ
、
稼
穡
ヲ
業
ト
シ
、
北
部
ハ
諸
種
ノ
器
什
ヲ
造
リ
、
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亦
或
ハ
四
方
ニ
貿
易
ス
ル
者
ア
リ
、
其
至
ル
地
ハ
、
欧
邏
巴
諸
州
、
東
西
印

度
諸
島
、
及
ビ
支
那
国
、
其
最
タ
リ
ト
云
、
闔
州
人
口
、
一
千
四
百
二
十
四

万
、︿
此
数
、
我
天
保
六
年
、
西
洋
人
記
載
ス
ル
所
、﹀

︵
Ａ
︶︵
康
煕
二
十
八
年
初
有
十
二
万
丁
、乾
隆
五
十
九
年
不
過
三
百
九
十

二
万
一
千
三
百
二
十
五
口
、
道
光
十
年
一
千
二
百
八
十
六
万
六
千
九
百

二
十
丁
︿
図
志
﹀、
当
我
天
保
元
年
、
按
三
十
七
年
之
間
、
増
八
百
九
十

四
万
五
千
五
百
九
十
五
口
︶

軍
人
八
十
万
戦
艦
大
小
八
十
一
、
其
制
度
刑
政
、
及
ビ
国
ノ
大
事
ハ
、
各
国

共
和
シ
テ
、
其
時
宜
ニ
従
フ
、
其
風
俗
各
地
同
ジ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
要
ス

ル
ニ
、
粗
々
西
洋
諸
州
ニ
髣
髴
タ
リ
、
惟
天
度
ハ
、
欧
邏
巴
諸
州
ニ
同
ジ
ト

雖
ド
モ
、
其
土
地
山
川
ノ
形
勢
ニ
因
リ
テ
、
気
候
之
ニ
比
ス
レ
バ
、
較
々
寒

冽
ナ
リ
、
此
域
本
ト
、
亜
墨
利
加
洲
中
ノ
一
部
ト
雖
ド
モ
、
其
地
洪
大
ニ
シ

テ
、
人
民
過
多
、
其
勢
モ
亦
最
モ
旺
盛
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
今
或
ハ
単
ニ
、
此
地

ヲ
通
称
シ
テ
、
北
亜
墨
利
加
洲
ト
云
、
按
ズ
ル
ニ
、
此
域
其
初
メ
ハ
、
茫
々

タ
ル
曠
野
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
是
名
称
有
ニ
非
ズ
、
我
万
治
六
年
ノ
比
ニ
当
テ
、

英
吉
利
国
人
、
始
メ
ニ
此
地
ノ
南
辺
﹁︵
、︶
カ
ロ
リ
ナ
国
ニ
人
種
ヲ
移
ス
、

尋
テ
又
享
保
十
九
年
、
此
部
中
﹁
ネ
ウ
ヨ
ル
ク
﹂
及
ビ
﹁
コ
ン
ネ
ク
チ
キ
ュ

ッ
ト
﹂
ノ
地
ニ
数
百
ノ
人
種
ヲ
移
ス
ト
云
フ
、
然
レ
ド
モ
、
当
時
ハ
尚
寂
寞

タ
ル
寒
郷
ニ
シ
テ
、
一
モ
記
載
ス
ヘ
キ
者
ナ
シ
、
後
数
年
、
英
吉
利
国
ノ
人

民
、
間
々
其
固
有
定
法
ノ
教
化
ニ
、
従
ハ
サ
ル
者
有
リ
、

︵
Ｂ
︶︵
泰
昌
年
間
、
英
吉
利
王
厳
諭
庶
民
、
奉
上
帝
者
、
尽
一
同
帰
波
羅

土
特
教
、
不
得
任
意
奉
額
利
教
、
加
特
力
教
、
違
者
加
刑
、
由
是
、
国
人

願
従
居
新
国
者
、
二
三
百
人
、
益
奉
加
特
力
教
、
欲
随
意
事
上
帝
也
︿
図

志
﹀、
泰
昌
元
年
我
元
和
六
年
也
︶

是
ニ
於
テ
其
種
ノ
人
民
数
万
ヲ
捕
ヘ
テ
、
遠
ク
此
地
ニ
遷
ス
、
其
人
民
等
、

当
時
飲
食
衣
服
ノ
用
ニ
欠
ク
ト
雖
ド
モ
、
又
窃
ニ
此
地
ニ
国
主
酋
長
ナ
キ

ヲ
喜
ビ
、
其
衆
人
ト
謀
リ
、
大
ニ
山
川
ヲ
疏
鑿
シ
、
土
地
ヲ
開
墾
シ
テ
、
農

耘
稼
穡
ヲ
業
ト
シ
、
又
旁
ラ
漁
猟
ヲ
事
ト
ス
、
後
若
干
年
ニ
シ
テ
、
其
子
孫

蕃
衍
シ
、
三
十
有
余
万
ニ
及
ビ
、
物
産
又
極
メ
テ
夥
シ
、
遂
ニ
ハ
英
人
、
此

地
ニ
来
リ
テ
、
交
易
ヲ
為
ス
ニ
至
ル
、
我
宝
暦
中
︵
乾
隆
間
︿
図
志
﹀︶、
英

国
ニ
数
年
ノ
戦
争
有
リ
テ
、
其
人
民
大
ニ
凋
喪
シ
、
四
方
ノ
貿
易
、
欠
ク
処

少
ナ
カ
ラ
ス
、是
ニ
於
テ
英
人
此
地
ノ
人
民
ヲ
雇
テ
、自
己
ノ
用
ニ
充
ン
ト

ス
、
邦
人
其
言
ノ
猖
狂
ナ
ル
ト
、
俸
銭
ノ
薄
キ
ト
ヲ
悪
ミ
テ
、
其
命
令
ニ
服

従
セ
ズ
、
却
テ
英
人
ノ
印
度
諸
邦
ヨ
リ
、
輸
送
ス
ル
所
ノ
茶
葉
、
三
百
四
十

二
箱
ヲ
取
テ
水
中
ニ
投
ス
、
是
ニ
於
テ
、
英
人
憤
懣
ニ
堪
ヘ
ズ
、
兵
艦
数
艘

ヲ
発
シ
テ
此
地
ノ
第
一
馬
頭
�
�
�

ヲ
囲
ミ
、先
ヅ
其
糧
道
ヲ
絶
ツ
、土
人
亦
頗
ル

窮
シ
、
其
共
和
十
三
州
ノ
政
官
ヲ
会
シ
テ
、
事
ノ
成
敗
ヲ
議
ス
、
忽
チ
軍
官

名
ハ
﹁︵
△
︶
ワ
ス
ヒ
ン
ク
ト
ン
﹂、

︵
Ｃ
︶︵
立
華
盛
頓
為
師
、
於
乾
隆
四
十
一
年
四
月
初
四
日
、
衆
告
各
国
曰

云
々
︿
図
志
﹀︶

︵
Ｄ
︶︵
共
和
三
十
一
州
ノ
総
府
ヲ
話
盛
東

�
�
�
�
�

ト
云
﹂、
人
名
又
ワ
ス
ヒ
ン
ク

ト
ン
﹂
ト
云
、
取
テ
府
名
ト
ナ
ス
︿
補
﹀︶

︵
Ｅ
︶︵
話
盛
東
小
伝
︿
同
﹀、
寛
政
十
二
年
彼
十
二
月
十
四
日
卒
、
齢
六

十
七
、
嘉
慶
五
年
華
盛
頓
卒
︿
図
志
﹀︶
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文
官
名
ハ
、﹁
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
﹂
席
ヲ
進
テ
、
颺
言
シ
テ
曰
、
天
時
ハ
失
フ

可
カ
ラ
ズ
、
宜
ク
長
ク
英
人
ト
交
ヲ
絶
ツ
ベ
シ
、
衆
其
議
ニ
一
決
ス
、
英
人

モ
亦
事
ノ
成
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
ト
、己
レ
カ
言
ノ
理
ナ
ラ
ザ
ル
ト
ヲ
知
テ
、其

囲
ミ
ヲ
解
キ
去
ル
、
尋
イ
デ
我
安
永
九
年
、︵
我
寛
政
三
年
ノ
頃
、
英
ノ
所

属
ヲ
離
レ
、
独
立
ト
ナ
ル
、
補
︶
此
地
ノ
政
官
、
某
ナ
ル
モ
ノ
、
英
吉
利
国

人
ト
会
シ
テ
長
ク
不
羈
独
立
ノ
国
タ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
、

︵
Ｆ
︶︵
千
七
百
七
十
五
六
年
︿
安
永
四
未
、
五
申
﹀
ノ
頃
、
北
亜
墨
利
加

ノ
国
民
、
伊
祇
利
須
ニ
叛
キ
、
兵
ヲ
興
シ
、
戦
争
ニ
及
フ
、
千
七
百
八
十

年
、
八
十
一
年
ノ
頃
︿
安
永
九
子
、
天
明
元
丑
﹀
マ
テ
連
綿
シ
テ
伊
祇
利

須
人
ヲ
追
討
シ
、
終
ニ
自
立
ノ
土
地
ト
ハ
ナ
レ
リ
、
夷
酋
問
答
︶

︵
Ｇ
︶
乾
隆
五
十
三
年
推
華
盛
頓
為
首
︿
図
志
﹀、
華
盛
頓
在
位
二
次
、
始

末
八
年
、
伝
阿
丹
士
、
嘉
慶
六
年
間
、
阿
丹
士
在
位
四
年
、
伝
遮
費

遜
、、、、、、
在
位
八
年
、
伝
馬
底
遜
、、、、、、
在
位
八
年
、
伝
満
羅
、、、、
在

位
八
年
、
伝
阿
丹
士
之
子
、、、、、、、、
在
位
四
年
、
伝
査
其
遜
、
道
光
十

七
年
、
在
位
八
年
、
伝
泛
標
倫

爾
来
国
勢
倍
々
加
ハ
リ
、
其
近
隣
、
徒
党
ヲ
聚
会
シ
テ
、
此
盟
社
ニ
来
会
ス

ル
者
、
勝
テ
算
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、

近
二
十
年
ニ
至
リ
テ
ハ
、
各
国
学
校
ヲ
設
ケ
、
日
々
ニ
経
済
ノ
学
ヲ
講
ズ
、

就
レ
中
﹁
ネ
ウ
ヨ
ロ
ク
﹂、﹁
マ
ス
サ
ク
セ
ツ
ツ
国
ノ
如
キ
ハ
、
巧
麗
ノ
観
象

台
、羅
甸
学
、及
ビ
数
万
種
ノ
本
草
園
ヲ
設
ケ
テ
、生
徒
ニ
教
諭
ス
ト
云
フ
、

其
南
部
ハ
、
気
候
不
和
ニ
シ
テ
、
土
人
往
々
、
黄
熱
病
ニ
係
リ
テ
、
死
ス
ル

者
ア
リ
ト
云
フ
、
部
中
﹁
ケ
ン
チ
ュ
ケ
国
ニ
、
一
奇
事
ア
リ
、
甞
テ
硝
石
坑

ヲ
掘
リ
シ
ニ
、
中
ニ
石
人
数
員
ノ
存
在
ス
ル
ヲ
見
ル
ト
云
、︿
寛
愚
按
ス
ル

ニ
、
外
紀
所
謂
那
多
里
石
人
ノ
類
カ
﹀
土
産
、
五
穀
、
苧
麻
、
烟
草
、
茜
根
、

吐
根
、
砂
糖
、
藍
、
綿
、
吉
貝
、
菓
物
、
蜜
、
蝋
、
鐵
、
鉛
、
銅
、
些
小
金

銀
、
上
好
牛
馬
、
皮
革
、
海
狸
、
鼈
、
諸
種
上
好
器
什
等
、

﹁︵
、︶
ロ
ウ
ィ
シ
ア
ナ
﹂︵
累
斯
案
︿
図
志
﹀︶、
本
ト
伊
斯
把
泥
亜
ニ
属

ス
、
後
仏
蘭
西
ニ
併
セ
ラ
ル
、
我
文
化
元
年
、
仏
人
千
五
百
万
金
ノ
為
メ

ニ
、
此
地
ヲ
割
テ
、
長
ク
共
和
政
治
州
ニ
鬻
キ
与
フ
、

︵
Ｈ
︶︵
嘉
慶
十
九
年
増
累
斯
安
部
︿
図
志
﹀
按
当
我
文
化
十
一
年
︶

其
彊
界
、北
ハ
未
審
ノ
曠
野
ニ
至
リ
、南
西
ハ︵
、︶両
墨
是
可

�
�
�
�

ニ
接
ス
、

部
中
大
河
ア
リ
、﹁
ミ
ツ
シ
ス
シ
ッ
ピ
﹂︵
美
斯
細
比
大
河
︿
図
志
﹀︶
ト

云
、
夥
シ
ク
鱗
介
ノ
族
ヲ
産
ス
、
其
首
府
ヲ
︵
、︶﹁
ヲ
ル
レ
ア
ヽ
ン
ス
﹂

ト
云
、
人
口
三
万
九
千
二
百
余
、
我
文
化
中
、
此
州
ヲ
分
テ
、
三
大
部
ト

ナ
ス
、
毎
部
人
口
三
万
二
千
余
、
中
ニ
十
二
酋
長
ア
リ
テ
其
訴
訟
ヲ
聴

ク
、
土
地
ハ
膏
腴
ニ
シ
テ
、
上
好
ノ
五
穀
ヲ
産
ス
ル
コ
ト
、
北
亜
墨
利
加

地
方
、
之
ニ
比
較
ス
ベ
キ
者
ナ
シ
、
産
物
、
金
、
銀
、
酒
、
材
木
、
鼈
其

種
類
数
品
ア
リ
、
皆
啖
フ
ベ
シ

︵
、︶
花
地
�
�
�
�、

往
古
ハ
東
西
二
部
ニ
分
ツ
、
其
首
府
ヲ
﹁
ア
ウ
ギ
ス
ヂ
ン
﹂

ト
云
、
人
口
二
千
余
、
昔
時
ハ
此
地
ノ
人
、
盗
賊
有
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、

故
ニ
他
邦
ノ
人
此
地
ニ
来
リ
住
ス
者
、他
ノ
物
貨
ヲ
窃
ミ
、公
然
ト
シ
テ

慚
心
ナ
カ
リ
シ
ト
云
フ
、今
ハ
漸
ク
西
洋
人
種
蕃
衍
シ
テ
、其
風
俗
ア
ル

コ
ト
ナ
シ
、
其
東
部
ハ
、
山
岳
曠
原
、
或
ハ
大
沙
漠
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
五
穀

ヲ
産
ス
ル
コ
ト
至
テ
寡
シ
、
西
部
ハ
之
ト
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
百
年
前
、
英
吉
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利
人
此
地
ノ
西
部
ヲ
奪
掠
シ
テ
、
其
地
ヲ
併
有
ス
、
後
三
十
年
ニ
シ
テ
、

伊
斯
把
泥
亜
ニ
復
ス
ト
云
フ
、
我
文
政
三
年
ノ
会
盟
ヨ
リ
、
此
地
ノ
﹁
バ

ル
チ
ト
川
迤
西
ヲ
割
テ
、
長
ク
共
和
政
治
州
ニ
附
属
タ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

ヲ
約
ス
、
産
物
、
米
穀
、
酒
、
吉
貝
、
木
綿
、
美
麗
蛇
、

其
共
和
政
治
州
卜
称
ス
ル
者
三
十
一
国
、

一
﹁
マ
ス
キ
ュ
セ
ッ
ツ
﹂
 
二
﹁︵
○
︶
マ
イ
ネ
﹂︵
○
地
学
正
宗
ニ
見
ユ
︶

三
﹁︵
○
︶
フ
ル
モ
ン
ト
﹂
 
四
﹁
ニ
イ
ウ
ハ
ム
プ
シ
ー
レ
﹂
 
五
﹁︵
○
︶

コ
ン
ネ
ク
チ
ク
ュ
ツ
ト
﹂
 
六
﹁
ロ
デ
ス
エ
イ
ラ
ン
ド
﹂
 
七
﹁︵
○
︶︵
新
︶

ニ
イ
ウ
エ
ル
セ
︵
レ
︶
イ
﹂
 
八
﹁︵
○
︶︵
、︶
ニ
イ
ウ
ヨ
ル
ク
﹂︵
人
口

十
三
万
︿
補
﹀︶
 
九
﹁︵
○
︶︵
、︶
ペ
ン
セ
ー
ル
フ
ァ
ニ
ー
﹂
 
十
﹁︵
○
︶

ケ
ン
テ
ュ
ツ
ケ
イ
︵
ツ
ト
︶﹂
 
十
一
﹁
イ
ン
ヂ
ア
ナ
﹂︵
引
底
亜
︿
図
志
﹀︶

十
二
﹁︵
○
︶
マ
レ
イ
ラ
ン
ド
﹂
 
十
三
﹁︵
○
︶︵
、︶
ヒ
ル
ギ
ニ
イ
﹂
 
十

四﹁︵
○
︶ヲ
イ
ヲ
﹂ 
十
五﹁︵
○
︶テ
ン
ネ
ス
セ
ー
ラ
ン
ド
﹂ 
十
六﹁︵
○
︶

︵
、︶︵
北
︶
ノ
ー
ル
ド
カ
ロ
リ
ナ
﹂
 
十
七
﹁︵
○
︶︵
、︶︵
南
︶
ソ
イ
ド
カ

ロ
リ
ナ
﹂︵
南
北
駕
羅
連
︿
図
志
﹀︶
 
十
八
﹁︵
、︶
ゲ
ヲ
ル
ギ
イ
﹂
 
十

九
﹁︵
○
︶
デ
ラ
ワ
ア
レ
﹂
 
二
十
﹁︵
、︶
ミ
ス
シ
ス
シ
ツ
ピ
﹂︵
美
士
細

比
︿
図
志
﹀︶
 
二
十
一
﹁︵
、︶
ヲ
ル
レ
ア
ン
ス
﹂
 
二
十
二
﹁
イ
ル
リ
ノ

イ
ス
﹂
 
二
十
三
﹁︵
、︶
ロ
イ
シ
ア
ナ
﹂︵
前
ニ
ミ
ユ
︶
 
二
十
四
﹁︵
、︶

ミ
シ
ガ
ウ
﹂
 
二
十
五
﹁
ノ
ー
ル
ド
ウ
ェ
ス
ト
ゲ
ビ
イ
ド
﹂
 
二
十
六
﹁
コ

リ
ュ
ン
ビ
ア
﹂
 
二
十
七
﹁︵
、︶
フ
ロ
リ
ダ
﹂︵
前
ニ
ミ
ユ
︶
 
二
十
八
﹁
ア

ル
ラ
バ
マ
﹂
 
二
十
九
﹁
ア
ル
カ
ン
サ
ス
﹂
 
三
十
﹁
ヲ
ネ
ガ
ン
﹂
 
三
十

一
﹁︵
、︶
ミ
ス
ソ
ウ
リ
﹂︵
美
蘇
里
︶

以
上
の
松
陰
の
書
き
込
み
に
つ
い
て
判
明
す
る
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
で

あ
る
。

︵
Ａ
︶
松
陰
は
﹁
海
国
図
志
﹂
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
口
を
書
い
て
、
情
報

を
補
足
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
が
急
速
に
発
展
し
て
い
る

様
子
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、人
口
増
加
数
の
計

算
も
細
か
く
行
っ
て
い
る
。
算
術
を
大
事
に
す
る
こ
と
を
門
人
達
に
奨

励
し
た
松
陰
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

︵
Ｂ
︶
泰
昌
元
年
︵
一
六
二
〇
︶、
イ
ギ
リ
ス
国
王
が
庶
民
に
命
じ
、
一
同
を

波
羅
土
特
︵
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︶
教
に
帰
し
、
額
利
︵
キ
リ
ス
ト
︶
教
、

加
特
力
︵
カ
ト
リ
ッ
ク
︶
教
を
信
仰
す
る
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
違
反
者

に
刑
を
加
え
よ
う
と
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、新
国
に
居
住
す
る
こ
と
を
願

う
者
、
二
三
百
人
は
、
加
特
力
教
を
奉
じ
、
上
帝
︵
万
物
の
造
物
主
︶
に

従
お
う
と
し
た
。
い
わ
ゆ
る
、
一
六
二
〇
年
、
清
教
徒
が
ア
メ
リ
カ
大
陸

に
移
住
し
た
事
件
に
つ
い
て
、﹁
海
国
図
志
﹂
か
ら
引
用
し
て
記
し
た
も

の
で
あ
る
。松
陰
が
、﹁
海
国
図
志
﹂に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま

た
、こ
の
年
が
、日
本
暦
で
元
和
元
年
に
相
当
す
る
こ
と
を
正
確
に
換
算

し
て
い
る
。

︵
Ｃ
︶・︵
Ｆ
︶
の
書
き
込
み
に
よ
っ
て
、
松
陰
が
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
関

し
、
イ
ギ
リ
ス
を
追
討
し
て
独
立
を
達
成
し
た
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

︵
Ｄ
︶
ア
メ
リ
カ
の
首
府
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
人
名
ワ
シ
ン
ト
ン
に
由
来
し
て

い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
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︵
Ｅ
︶
ワ
シ
ン
ト
ン
の
没
年
は
西
暦
一
七
九
九
年
十
二
月
十
四
日
な
の
で
、

和
暦
で
は
寛
政
十
一
年
と
な
る
。
な
お
、﹁
坤
輿
図
識
補
﹂
に
﹁
話
聖
東

小
伝
﹂
が
あ
り
、
そ
の
生
涯
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
�
８
�。

︵
Ｇ
︶
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
一
代
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
、
二
代

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ス
、三
代
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
、四
代
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
、五
代
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
モ
ン
ロ
ー
、六
代
ジ
ョ
ン
・

ク
イ
ン
シ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
、七
代
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
、八
代

マ
ー
テ
ィ
ン
・
バ
ン
・
ビ
ュ
ー
レ
ン
が
、
在
位
八
年
な
い
し
四
年
で
次

の
大
統
領
に
地
位
を
伝
え
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
松
陰
が
ア

メ
リ
カ
大
統
領
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

︵
Ｈ
︶
嘉
慶
十
九
年
︵
一
八
一
四
︶
に
ア
メ
リ
カ
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
を
加
え
た

こ
と
を
﹁
海
国
図
志
﹂
に
よ
っ
て
書
い
て
い
る
。
そ
の
年
は
、
日
本
で
は

文
化
十
一
年
に
相
当
す
る
と
考
証
し
て
い
る
。
実
際
に
ル
イ
ジ
ア
ナ
州

が
成
立
し
た
の
は
一
八
一
二
年
で
あ
る
。

ま
た
、﹁
坤
輿
図
識
﹂
の
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の
経
過
に
つ
い
て
の
記
述

全
体
を
要
約
し
て
お
く
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

︵
一
︶
一
七
五
五
年
か
ら
六
三
年
の
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
抗
争
︵
フ
レ

ン
チ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争
︶と
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
貿
易
が
衰
退
し

た
こ
と
。

︵
二
︶
イ
ギ
リ
ス
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
へ
の
圧
政
と
そ
れ
に
対
す
る
ア
メ
リ

カ
人
民
の
不
服
従
。

︵
三
︶
一
七
七
三
年
、
イ
ギ
リ
ス
船
上
の
茶
葉
を
海
中
に
投
げ
捨
て
る
と
い

う
ボ
ス
ト
ン
茶
会
事
件
が
起
こ
り
、イ
ギ
リ
ス
が
軍
隊
を
差
し
向
け
、ボ

ス
ト
ン
港
を
封
鎖
し
弾
圧
し
た
こ
と
。

︵
四
︶
一
七
七
四
年
、
植
民
地
代
表
が
会
し
て
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
大
陸

会
議
を
開
き
、反
英
抗
争
を
展
開
す
る
こ
と
決
議
し
た
こ
と
。一
七
七
五

年
、ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
を
植
民
地
軍
の
総
司
令
官
に
任
命
し
、大

陸
軍
を
編
制
し
た
こ
と
。

︵
五
︶
独
立
戦
争
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
軍
が
敗
退
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
も
講

和
を
求
め
、一
八
八
三
年
パ
リ
で
講
和
条
約
が
調
印
さ
れ
、イ
ギ
リ
ス
は

ア
メ
リ
カ
の
独
立
を
承
認
し
た
こ
と
。

以
上
の
歴
史
経
過
が
、
年
代
等
の
誤
記
が
あ
る
も
の
の
ほ
ぼ
正
確
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
が
独
立
し
た
こ
と
を
﹁
不
羈
独
立
﹂
と

表
現
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
用
語
は
、
松
陰
が
、﹁
独
立
不

羈
三
千
年
来
の
大
日
本
、一
朝
人
の
羈
縛
を
受
く
る
こ
と
、血
性
あ
る
者
視

る
に
忍
ぶ
べ
け
ん
や
�
９
�﹂な

ど
と
、語
順
は
異
な
る
も
の
の
多
用
し
た
も
の
で

あ
り
、﹁
坤
輿
図
識
﹂
に
も
散
見
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
影
響
に
よ
る
も
の
と

も
推
察
さ
れ
る
。

︵
二
︶
イ
ギ
リ
ス
の
翻
刻
︵﹁
坤
輿
図
識
﹂
巻
二
、
萩
松
陰
神
社
蔵
︶

︵
、︶
大
貎
利
太
泥
亜

�
�
�
�
�

、
是
和
蘭
、
仏
蘭
西
ノ
西
海
ニ
在
ル
所
ノ
、
二
大
島

ノ
総
称
ナ
リ
、
其
西
ナ
ル
者

︵
Ｉ
︶︵
我
宝
永
五
年
、
思
哥
斉
亜
ヲ
合
ス
、
享
和
二
年
ノ
頃
、
意
而
蘭
土

ヲ
合
ス
︿
補
﹀︶
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ヲ
、︵
、︶
意
而
蘭
土

�
�
�
�
�

ト
云
、
昔
時
自
立
王
ア
リ
、
今
ハ
英
吉
利
島
ニ
属
ス
、

一
ヲ
英
吉
利
ト
云
、
其
一
部
北
地
ヲ
︵
、︶
思
哥
斉
亜

�
�
�
�

ト
云
、
其
惣
王
、
英

吉
利
ニ
都
ス
ル
ヲ
以
テ
、亦
大
英
吉
利
国
ト
モ
云
、今
分
ツ
テ
五
十
二
州
ト

ス
、
中
ニ
六
十
二
侯
ア
リ
テ
、
皆
国
王
ニ
臣
服
ス
、
其
都
府
ヲ
︵
、︶
竜
動
�
�
�
�

︵
邦
人
ハ
﹁
シ
テ
イ
府
ト
云
︿
補
﹀︶
ト
云
、
人
口
一
百
零
五
万
、
四
達
喧
闐

ニ
シ
テ
、
数
所
ノ
互
市
場
亦
極
メ
テ
繁
盛
、
西
洋
諸
州
、
此
地
ニ
比
ス
ル
者

ナ
シ
、其
府
、人
煙
櫛
比
ナ
ル
ヲ
以
テ
、家
々
ノ
井
泉
、給
セ
サ
ル
処
多
シ
、

故
ニ
近
世
遠
山
ヨ
リ
、
水
桶
ヲ
接
シ
テ
、
水
ヲ
引
ク
、
其
路
程
殆
ン
ド
三
十

里
、毎
戸
水
槽
ヲ
置
テ
之
ヲ
受
ク
、亦
人
力
ヲ
煩
ハ
サ
ズ
、府
中
大
河
ア
リ
、

爹
摸
斯

�
�
�
�

ト
名
ヅ
ク
、
奇
巧
ノ
橋
ヲ
架
ス
、
其
長
サ
百
八
十
丈
、
幅
四
丈
余
、

夜
ニ
至
レ
バ
、
其
橋
上
数
基
ノ
灯
火
ヲ
点
ジ
テ
、
往
来
ニ
便
ス
、
其
河
畔
、

炮
台
数
所
ア
リ
、冦
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
発
ス
、其
矢
丸
直
チ
ニ
水
面
ヲ
注
射

ス
可
シ
、
又
大
学
校
ア
リ
、
生
徒
常
ニ
数
万
ニ
減
ゼ
ズ
、
其
聖
宝
斯

�
�
�
�
�
�ノ

廟

ト
称
ス
ル
者
、
高
五
十
八
丈
余
、
其
周
囲
四
十
丈
、
造
築
巧
妙
、
聖
伯
多
禄

廟
︿
意
太
里
亜
条
ニ
見
ユ
﹀、
ニ
譲
ラ
ズ
、
其
地
ノ
近
郊
ニ
国
王
ノ
遊
園
ア

リ
、四
方
五
里
ニ
余
マ
ル
、春
時
ニ
至
レ
バ
、侯
伯
貴
族
多
ク
此
ニ
遊
観
ス
、

時
ト
シ
テ
ハ
、
乗
車
四
五
百
輛
ノ
、
往
還
ス
ル
ヲ
見
ル
ト
云
フ
、
其
二
島
ヲ

合
セ
テ
、
広
袤
、
独
逸
国
里
法
ニ
テ
計
ル
ニ
、
五
千
七
百
箇
、
民
口
一
千
八

百
万
零
四
千
余
、土
人
常
ニ
好
デ
四
方
ニ
貿
易
ス
、其
舶
大
約
二
万
八
千
零

八
十
一
、
其
舶
上
ニ
役
使
ス
ル
卒
、
一
十
八
万
四
千
名
、
其
属
国
領
地
、
五

大
洲
中
ニ
延
亘
ス
、
其
所
属
数
国
ノ
地
ヲ
合
シ
、
長
ヲ
絶
テ
短
ヲ
補
ナ
ヘ

バ
、
広
袤
独
逸
里
法
ニ
テ
、
十
万
一
千
箇
里
方
タ
リ
、
国
王
所
持
ス
ル
所
ノ

軍
艦
最
モ
夥
シ
、
其
数
大
熕
四
十
門
ヨ
リ
、
百
二
十
門
ヲ
備
フ
ル
者
、
八
百

四
十
六
︿
百
年
前
記
ス
ル
所
、
惟
九
十
一
艘
﹀
ア
リ
、
故
ヲ
以
テ
海
上
ノ
戦

闘
ニ
於
テ
、
西
洋
諸
州
之
ニ
抗
衡
ス
ル
者
甚
タ
寡
シ
、
和
蘭
国
軍
艦
ノ
如

キ
、
洋
中
ニ
於
テ
遇
フ
ト
キ
ハ
、
遥
ニ
其
旗
章
ヲ
伏
テ
過
ク
ト
云
ヘ
リ
、
徽

章
赤
白
青
ノ
三
ア
リ
、
就
レ
中
テ
最
モ
赤
ヲ
重
ト
ス
、
其
軍
卒
ハ
十
八
歳
ヨ

リ
、
四
十
五
歳
ニ
至
ル
者
ヲ
以
テ
規
ト
ス
、
騎
兵
一
百
九
十
九
隊
、
歩
兵
二

百
五
十
二
隊
、
其
他
印
度
所
領
ニ
畜
フ
ル
所
ノ
軍
艦
、
亦
一
百
二
十
四
艘
、

軍
卒
六
十
一
レ
ヂ
メ
ン
ト
﹂︿
一
﹁
レ
ヂ
メ
ン
ト
﹂
ハ
、
則
チ
八
百
六
十
四

名
ヲ
云
フ
ト
云
ヘ
リ
﹀、︵
五
万
二
千
七
百
四
名
ナ
リ
︶︵
Ｊ
︶
 
其
他
騎
兵

及
ビ
西
洋
祖
国
ノ
白
晢
人
、
常
ニ
此
地
ニ
在
ル
者
、
三
レ
ヂ
メ
ン
ト
﹂
ア
リ

ト
云
フ
、
土
産
、
第
一
毛
絨
、
穀
物
、
上
好
錫
、
馬
、
羊
、
苧
麻
、
大
麻
、

及
ビ
数
種
ノ
器
什
ア
リ
、
但
塩
泉
ニ
乏
シ
、
闔
州
皆
海
水
ヲ
煮
テ
塩
ヲ
取

ル
、
其
地
ノ
北
辺
ニ
数
島
ア
リ
、
皆
英
吉
利
ニ
服
属
ス
、﹁
ヒ
ツ
ト
ラ
ン
ド
﹂

ト
云
フ
者
、
最
モ
大
ナ
リ
ト
ス
、
其
南
辺
、
仏
蘭
西
国
ニ
対
ス
ル
処
ノ
海
峡

ヲ
、﹁
カ
ラ
イ
ス
﹂
ト
名
ツ
ク
、
幅
員
纔
二
十
二
三
里
、
便
風
一
夜
ニ
往
還

ス
ベ
シ
、
部
内
又
一
奇
洞
ア
リ
、
邃
サ
数
歩
ニ
過
キ
ズ
、
其
中
常
ニ
湿
温
点

滴
ヲ
ナ
ス
、
人
試
ミ
ニ
百
物
ヲ
投
ス
レ
バ
、
皆
化
シ
テ
石
質
ノ
物
ト
ナ
リ
、

漸
ク
ニ
シ
テ
堅
石
ト
ナ
ル
、
此
国
本
ト
羊
ヲ
産
セ
ズ
、
百
年
前
、
国
王
其
侍

臣
ニ
命
ジ
、
伊
斯
把
泥
亜
ヨ
リ
、
羊
羝
数
十
頭
ヲ
移
シ
、
当
時
厳
ニ
、
之
ヲ

殺
傷
ス
ル
ヲ
禁
ズ
、
而
後
国
中
夥
シ
ク
羊
ヲ
産
ス
、
其
形
状
皮
毛
ノ
美
、
伊

斯
把
泥
亜
産
ニ
比
ス
ル
ニ
、
更
ニ
一
等
ヲ
加
フ
ト
云
、
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︵
Ｉ
︶
イ
ギ
リ
ス
が
、
宝
永
五
年
︵
一
七
〇
八
︶
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
併

合
し
、
享
和
二
年
︵
一
八
〇
二
︶
の
頃
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
併
合
し
た
こ

と
を
﹁
坤
輿
図
識
 
補
﹂
に
よ
っ
て
記
し
て
い
る
。
実
際
に
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
を
併
合
し
た
の
は
一
七
〇
七
年
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
併
合
し
た
の

は
一
八
〇
一
年
で
あ
る
。

︵
Ｊ
︶
松
陰
は
、
六
一
レ
ジ
メ
ン
ト
の
人
数
を
計
算
し
て
、
五
万
二
七
〇
四

名
と
い
う
人
数
を
行
間
に
加
筆
し
て
い
る
。
軍
事
力
の
規
模
に
関
心
を

寄
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、﹁
坤
輿
図
識
 
補
﹂
巻
三
の
﹁
大
貌
利
太
泥
亜

�
�
�
�
�

﹂
に
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
産
業
に
つ
い
て
、﹁
邦
人
︵
イ
ギ
リ
ス
人
︶
ノ
産
業
ヲ
ナ
ス
者
ハ
、
大

約
工
作
場
ニ
出
テ
、
諸
種
器
什
ヲ
製
造
シ
、
其
品
件
ヲ
四
方
ニ
貿
易
シ
テ
、

夥
ク
利
益
ヲ
得
ル
ト
云
、
就
中
、
木
綿
ハ
、
本
土
ノ
名
産
ニ
シ
テ
、
此
品
ヲ

製
造
ス
ル
者
八
十
万
余
﹂
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
噸
�
�
�
�の

労
働
者
に
つ

い
て
、﹁
其
他
工
作
場
ニ
役
ス
ル
者
、
雇
銭
低
下
ニ
シ
テ
、
好
酒
ヲ
鯨
飲
ス

ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
此
煙
ヲ
吸
テ
、
其
快
ヲ
取
ル
﹂
と
、
記
し
て
い

る
。
こ
の
﹁
工
作
場
﹂
と
い
う
用
語
は
、
工
場
の
こ
と
で
あ
る
。﹁
坤
輿
図

識
﹂・﹁
坤
輿
図
識
 
補
﹂
に
は
、﹁
工
作
場
﹂
と
い
う
用
語
が
散
見
さ
れ
る
。

松
陰
は
、
安
政
五
年
の
﹁
学
校
を
議
す
﹂
の
中
で
、
学
校
に
﹁
作
場
﹂︵
工
場

の
こ
と
︶
を
付
設
す
べ
き
と
す
る
論
を
展
開
し
て
い
る
。﹁
作
場
﹂
は
、
本
来
は

農
作
物
を
作
る
所
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、工
場
の
意
味
で
用
い
る
の
は
松
陰
独

自
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
用
語
の
発
想
の
源
は
、﹁
坤
輿
図
識
﹂・﹁
坤
輿
図
識

補
﹂
の
﹁
工
作
場
﹂
と
い
う
用
語
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

︵
三
︶
フ
ラ
ン
ス
の
翻
刻
︵﹁
坤
輿
図
識
﹂
巻
二
、
萩
松
陰
神
社
蔵
︶

︵
、︶
仏
蘭
西

�
�
�
�

、
八
十
六
州
ニ
分
ツ
、
其
首
府
ヲ
、︵
、︶
把
理
斯

�
�
�
�

ト
云
、
舎
搦
�
�
�

河
畔
ニ
在
リ
、
城
門
十
八
、

︵
Ｋ
︶︵
把
理
斯
︿
一
名
チ
ュ
エ
ル
レ
リ
イ
ン
府
ト
ア
リ
、
寛
按
、
此
名
称

ハ
国
王
ノ
居
城
郭
内
ヲ
云
︿
補
﹀、
国
王
ノ
居
城
造
築
宏
大
、
欧
羅
邑

ニ
冠
タ
リ
、
郭
内
五
十
七
、
牆
壁
ノ
高
一
丈
三
尺
ヨ
リ
、
一
丈
五
尺
余

ニ
至
ル
、︿
同
﹀︶

街
衢
七
百
十
三
ア
リ
、
府
内
人
煙
櫛
比
、
百
貨
具
ハ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
シ
、
戸

数
三
万
︵
二
万
九
千
四
百
︿
補
﹀︶、
人
口
六
十
万
︵
七
十
一
万
四
千
九
百
六

十
六︿
同
﹀︶、諺
ニ
曰
、仏
蘭
西
ノ
人
民
ハ
、伊
斯
把
泥
亜
ノ
馬
ノ
如
シ
ト
、

葢
シ
其
数
過
多
ナ
ル
ヲ
称
賛
ス
ル
ナ
リ
、其
人
怜
悧
ニ
シ
テ
、能
ク
百
事
ニ

勉
強
ス
、
故
ニ
又
独
逸
人
ノ
諺
ニ
曰
、
仏
人
ハ
友
朋
卜
為
ス
ベ
シ
、
隣
国
ト

為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
是
其
奪
掠
ヲ
畏
レ
テ
ナ
リ
、
府
内
大
官
廰
ア
リ
、
製
造

奇
巧
、
百
年
ニ
シ
テ
成
ル
、
其
楼
上
、
国
王
騎
馬
ノ
像
ア
リ
、
黄
金
ヲ
以
テ

鋳
造
ス
、
重
サ
四
十
貫
ア
リ
ト
云
、
土
人
常
ニ
英
吉
利
人
ト
、
互
ニ
自
国
ノ

繁
華
ヲ
誇
揚
ス
、
其
論
今
ニ
至
リ
テ
絶
ヘ
ズ
、
英
人
難
シ
テ
曰
、
把
理
斯
府

ハ
、
龍
動
�
�
�
�

府
ヨ
リ
小
、
一
ナ
リ
、
戸
数
亦
少
シ
、
二
ナ
リ
、
灌
身
居
寡
シ
、

三
ナ
リ
、
塋
域
ノ
数
少
シ
、
四
ナ
リ
、
夜
中
人
ヲ
饗
応
ス
ル
コ
ト
少
シ
、
五

ナ
リ
、
仏
人
モ
亦
之
ヲ
解
シ
テ
曰
、
龍
動
ハ
、
境
地
長
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
把

理
斯
ノ
円
大
ニ
如
カ
ズ
、
龍
動
ハ
、
戸
数
多
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
三
層
楼
ニ
過

キ
ズ
、
把
理
斯
ハ
、
皆
六
七
層
ニ
下
ラ
ズ
、
龍
動
ノ
婦
女
ハ
、
情
慾
多
キ
ガ

故
ニ
、
子
ヲ
産
ス
ル
コ
ト
多
シ
、
龍
動
ハ
、
気
候
不
和
ナ
ル
ガ
故
ニ
死
ス
ル

－62（9）－

至誠館大学 吉田松陰研究所 紀要 第２号



者
多
シ
、
英
人
ハ
常
ニ
罪
障
多
キ
ガ
故
ニ
、
人
ヲ
夜
饗
シ
テ
之
ヲ
懺
悔
ス

ト
、
其
英
吉
利
国
土
対
ス
ル
地
ニ
、
一
鉅
城
ア
リ
、﹁
カ
ラ
イ
ス
城
ト
名
ヅ

ク
、要
害
極
メ
テ
堅
固
、往
時
、英
人
ニ
陥
ラ
ル
、当
時
邦
人
切
歯
シ
テ
曰
、

若
シ
﹁
カ
ラ
イ
ス
城
ヲ
恢
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
バ
、
三
月
絶
飲
、
囚
獄
ニ
繋
ル

モ
亦
辞
セ
ズ
、
後
十
七
年
ニ
シ
テ
、
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
英
国
女
王
、

深
ク
之
ヲ
憤
恨
シ
、
其
死
ニ
瀕
ス
ル
ト
キ
、
左
右
ニ
告
テ
曰
、
孤
若
シ
死
セ

バ
、
試
ミ
ニ
解
剖
ス
ベ
シ
、
心
頭
必
ズ
﹁
カ
ラ
イ
ス
﹂
ノ
文
字
ア
ラ
ン
、
其

二
国
、
昔
時
ヨ
リ
シ
テ
、
抗
拒
相
容
レ
ザ
ル
コ
ト
、
概
ネ
此
類
ナ
リ
、
其
国

王
、
所
持
ス
ル
所
ノ
軍
艦
、
大
小
二
百
八
、
軍
卒
二
十
五
万
︿
勃
那
抜
爾
的

�
�
�
�
�

ノ
盛
時
ハ
、
騎
歩
九
十
五
万
ト
記
載
セ
リ
、﹀
徽
号
ハ
、
皆
百
合
花
ノ
章
ヲ

用
ユ
、
此
国
昔
時
ヨ
リ
、
超
然
タ
ル
王
国
ニ
シ
テ
、
其
兵
威
ノ
隆
盛
ナ
ル
コ

ト
、
近
隣
之
ニ
比
ス
ル
者
ナ
シ
、
其
位
ハ
必
ズ
、
血
統
男
子
ニ
譲
ル
ヲ
以
テ

規
ト
ナ
セ
シ
ニ
、
五
十
年
前
ヨ
リ
、
国
中
争
乱
続
キ
起
リ
、
国
王
之
ヲ
征
服

ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、遂
ニ
闔
州
皆
共
和
政
治
州
ト
ナ
リ
、而
シ
テ
那
波
礼
翁

�
�
�
�
�

勃
那
抜
爾
的

�
�
�
�
�

以
テ
其
長
タ
ラ
シ
ム
、
是
ニ
於
テ
、
勃
那
抜
爾
的
氏
、
反
逆
ノ

志
ヲ
発
シ
、
自
ラ
第
一
世
帝
ト
称
シ
、
大
ニ
欧
邏
巴
諸
州
ヲ
、
併
呑
セ
ン
ト

ス
、
然
レ
ド
モ
遂
ニ
志
ヲ
逞
シ
フ
セ
ズ
シ
テ
亡
ブ
、
近
三
十
年
前
、
西
洋
諸

州
、
大
ニ
会
盟
ア
リ
、
爾
後
旧
ノ
国
王
位
ニ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
闔
州

広
袤
、
里
方
一
万
四
千
二
百
箇
、
民
口
、
二
千
九
百
万
余
、︿
勃
那
抜
爾
的

ノ
盛
時
ハ
、
闔
州
ヲ
百
三
十
州
ニ
分
ツ
、
人
口
、
四
千
二
百
万
卜
記
載
セ

リ
、﹀
部
中
一
異
草
ア
リ
、
海
中
ニ
生
ズ
、
春
時
水
面
ニ
花
ヲ
開
キ
、
雄
花

ノ
精
液
ヲ
受
ケ
、
妊
シ
テ
後
凋
ミ
テ
、
又
水
中
ニ
潜
ミ
、
実
ヲ
結
ブ
、
土
人

之
ヲ
﹁
フ
ハ
リ
ス
ネ
リ
ヤ
﹂
ト
名
ヅ
ク
、
又
曠
原
中
ニ
、
潮
湖
ア
リ
、
結
芒

シ
タ
ル
白
塩
ヲ
生
ズ
、恰
モ
百
爾
西
亜

�
�
�
�

ノ
山
阜
、又
ハ
亜
弗
利
加
ノ
大
沙
漠

中
ニ
、
凝
塩
ヲ
産
ス
ル
カ
如
シ
、
産
物
、
上
好
葡
萄
酒
、
金
、
銀
、
五
穀
、

苧
麻
、
阿
利
襪
、
其
他
百
物
、
産
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
又
一
歳
中
、
両
度
穀
ヲ

収
ム
ル
処
ア
リ
、

︵
Ｋ
︶
松
陰
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
居
城
に
つ
い
て
、
単
に
宏
大
さ
だ
け
で

は
な
く
、郭
の
数
、城
壁
の
高
さ
ま
で
、軍
事
史
的
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、

兵
学
者
と
し
て
の
視
点
か
ら
地
誌
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
征
服
に
つ
い
て
は
、封
建
国
家
か
ら

の
自
由
解
放
と
す
る
評
価
で
は
な
く
、﹁
併
呑
�
�
�
�

﹂の
イ
メ
ー
ジ
で
記
し
て
い

る
﹁
坤
輿
図
識
﹂
を
学
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
 
吉
田
松
陰
の
海
外
認
識
と
政
治
思
想
へ
の
影
響

こ
こ
で
は
、松
陰
の
海
外
認
識
が
、そ
の
政
治
思
想
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
松
陰
書
簡
の
中
で
は
最
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
、
安
政
六
年
四
月
七
日
付
の
北
山
安
世
宛
書
簡
を
用
い
て
具
体
的
に

検
討
し
よ
う
。ま
ず
、注
目
す
べ
き
箇
所
に
記
号
を
付
し
つ
つ
書
簡
を
引
用

し
、
次
に
そ
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
。

﹁
安
政
六
年
四
月
七
日
付
、北
山
安
世
宛
吉
田
松
陰
書
簡
﹂︵
八
︱
二
九
二

～
二
九
三
頁
︶

︵
前
略
︶
幕
府
遂
に
人
な
し
、
瑣
屑
の
事
は
可
な
り
に
辨
じ
も
致
す
べ
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け
れ
ど
も
、宇
宙
を
達
観
し
て
大
略
を
展
ぶ
る
の
人
な
し
。外
夷
控
馭

最
も
其
の
宜
し
き
を
失
ひ
、著
々
人
に
制
せ
ら
れ
る
こ
と
計
り
、︵
Ａ
︶

癸
丑
・
甲
寅
よ
り
已
に
六
七
年
に
及
べ
ど
も
、
今
に
航
海
の
事
な
し
。

華
盛
頓
が
ど
こ
に
あ
る
や
ら
、龍
動
が
如
何
な
る
處
や
ら
、画
そ
ら
ご

と
に
て
何
の
控
馭
を
能
く
な
さ
ん
や
。︵
中
略
︶

徳
川
存
す
る
内
は
遂
に
墨
・
魯
・
暗
・
拂
に
制
せ
ら
る
る
こ
と
、
ど

れ
程
に
立
ち
行
く
べ
く
も
計
り
難
し
、實
に
長
大
息
な
り
。幸
に
上
に

明
天
子
あ
り
。深
く
爰
に
叡
慮
を
惱
ま
さ
れ
た
れ
ど
も
、搢
紳
衣
魚
の

陋
習
は
幕
府
よ
り
更
に
甚
し
く
、
但
だ
外
夷
を
近
づ
け
て
は
神
国
の

汚
れ
と
申
す
事
計
り
に
て
、
上
古
の
雄
図
遠
略
等
は
少
し
も
思
召
し

出
さ
れ
ず
、
事
の
成
ら
ぬ
も
固
よ
り
其
の
所
な
り
。︵
中
略
︶

︵
Ｂ
︶
獨
立
不
羈
三
千
年
来
の
大
日
本
、
一
朝
人
の
羈
縛
を
受
く
る
こ

と
、
血
性
あ
る
者
視
る
に
忍
ぶ
べ
け
ん
や
。︵
Ｃ
︶
那
波
列
翁
を
起
し

て
フ
レ
ー
ヘ
ー
ド
を
唱
へ
ね
ば
腹
悶
醫
し
難
し
。
僕
固
よ
り
其
の
成

す
べ
か
ら
ざ
る
は
知
れ
ど
も
、
昨
年
以
来
微
力
相
應
に
粉
骨
砕
身
す

れ
ど
一
も
裨
益
な
し
。徒
ら
に
岸
獄
に
坐
す
る
を
得
る
の
み
。此
の
餘

の
處
置
、妄
言
す
れ
ば
則
ち
族
せ
ら
れ
ん
な
れ
ど
も
、今
の
幕
府
も
諸

侯
も
最
早
醉
人
な
れ
ば
、扶
持
の
術
な
し
。草
莽
崛
起
の
人
を
望
む
外

頼
み
な
し
。さ
れ
ど
本
藩
の
恩
と
、天
朝
の
徳
と
は
何
如
に
し
て
も
忘

る
る
に
方
な
し
。草
莽
崛
起
の
力
を
以
て
近
く
は
本
藩
を
維
持
し
、遠

く
は
天
朝
の
中
興
を
輔
佐
し
奉
れ
ば
、
匹
夫
の
諒
に
負
く
が
如
く
な

れ
ど
、紳
州
に
大
功
あ
る
人
と
云
ふ
べ
し
。此
の
人
要
す
る
に
管
仲
已

下
に
は
立
た
ざ
る
な
り
。

外
夷
の
事
情
何
如
。
余
が
所
見
に
て
は
︵
Ｄ
︶
墨
夷
の
處
置
大
い
に
次

序
あ
る
様
見
ゆ
。
且
つ
立
国
の
方
も
宜
し
く
、
国
又
甚
だ
古
か
ら
ず
、

最
も
強
敵
な
る
べ
し
と
思
ふ
。︵
Ｅ
︶
藩
人
崎
遊
せ
し
者
多
く
暗
夷
の

無
力
を
誇
張
す
。︵
Ｆ
︶魯
夷
は
大
国
の
風
と
云
ふ
べ
き
か
な
れ
ど
も
、

稍
や
迂
濶
を
覚
ゆ
。
高
見
何
如
。︵
Ｇ
︶
墨
夷
も
登
城
せ
し
、﹁
ハ
ル
リ

ス
﹂
は
僕
深
く
畏
れ
ず
、
虚
言
甚
だ
多
し
。
征
夷
府
中
に
是
れ
を
さ
へ

辨
折
の
人
な
き
は
嘆
ず
べ
し
。
然
れ
ど
も
﹁
ハ
ル
リ
ス
﹂
の
言
逐
一
行

は
る
る
時
は
神
州
實
に
危
し
。﹁
ハ
ル
リ
ス
﹂
の
言
虚
喝
な
ら
ば
幸
な

り
、
何
如
。︵
Ｈ
︶
墨
夷
東
洋
に
一
地
も
な
け
れ
ば
、
爪
哇
や
日
本
を

懇
望
す
る
は
實
に
彼
れ
に
在
り
て
已
む
を
得
ざ
る
の
こ
と
な
ら
ん
。

右
愚
按
逐
一
述
べ
が
た
し
。
大
要
今
の
儘
に
て
は
神
州
陸
沈
疑
な
し
。

︵
Ｉ
︶
恢
復
の
策
は
劉
項
・
那
波
列
翁
等
に
非
ざ
れ
ば
出
来
が
た
し
。

而
し
て
今
未
だ
爰
に
著
眼
の
人
を
見
ず
。︵
後
略
︶

︵
Ａ
︶
松
陰
は
豊
富
な
海
外
知
識
を
も
と
に
、
幕
吏
の
海
外
認
識
不
足
を
厳

し
く
批
判
し
て
い
る
。

︵
Ｂ
︶﹁
獨
立
不
羈
﹂
は
、
松
陰
が
そ
の
主
張
の
核
心
で
あ
る
﹁
国
家
の
主
体

的
独
立
﹂
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
た
重
要
語
句
で
あ
る
が
、﹁
坤
輿
図

識
﹂
に
も
多
出
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
推
察
さ
れ
る
。

︵
Ｃ
︶
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
ー
ヘ
ー
ド
を
唱
え
る
と
い
う
文
脈

の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
松
陰
は
自
由
主
義
を
主
張
し
て
い
る
と
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解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、︵
Ｉ
︶
の
よ
う
に
、
劉
邦
・
項
羽
と
同
列

の
比
喩
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
非
常
の
回
復

を
す
る
こ
と
が
出
来
る
強
力
な
軍
事
力
を
持
つ
者
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、﹁
坤
輿
図
識
﹂
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
﹁
併
呑
﹂
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
整
合
す
る
。

︵
Ｄ
︶
ア
メ
リ
カ
が
新
興
国
で
あ
り
、
急
速
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
は
、﹁
坤

輿
図
識
﹂
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

︵
Ｅ
︶
イ
ギ
リ
ス
は
、
面
積
が
小
さ
く
、
人
口
が
少
な
い
た
め
、
外
面
だ
け

見
る
と
、
無
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
松
陰
は
、﹁
坤
輿

図
識
補
﹂の
イ
ギ
リ
ス
の
国
勢
の
数
値
か
ら
、強
大
さ
を
正
確
に
理
解
し

て
お
り
、
そ
の
認
識
を
も
と
に
し
た
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
坤
輿
図
識

補
﹂
に
記
さ
れ
た
全
世
界
に
ま
た
が
る
イ
ギ
リ
ス
全
体
の
国
勢
の
主
要

部
分
を
表
化
す
る
と
を
表
１
の
よ
う
に
な
る
。イ
ギ
リ
ス
は
、世
界
各
地

に
属
国
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
と
ま
さ
に
世
界
第
一
の

強
国
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

︵
Ｆ
︶
ロ
シ
ア
は
、
面
積
が
広
大
で
人
口
も
当
時
と
し
て
は
多
い
ほ
う
で
、
大

国
と
思
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
松
陰
は
そ
の
内
実
を
正
確
に
見
抜
い
て

い
た
。ロ
シ
ア
の
国
勢
の
主
要
数
値
を﹁
坤
輿
図
識
補
﹂か
ら
示
す
と
、表

２
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
は
実
質
的
な
軍
事
力
は
イ
ギ

リ
ス
ほ
ど
で
は
な
く
、﹁
や
や
迂
闊
﹂と
松
陰
は
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

︵
Ｇ
︶
ハ
リ
ス
の
虚
言
に
つ
い
て
は
、
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
十
月
二
十

六
日
の
ハ
リ
ス
の
通
商
条
約
要
求
の
根
拠
に
対
し
、
逐
一
詳
細
に
論
駁

す
る
対
策
書
を
作
成
し
て
い
る︵﹁
墨
使
申
立
の
趣
論
駁
條
件
﹂﹁
戊
午
幽

室
文
稿
﹂
四
︱
四
三
九
～
四
五
五
︶。
そ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
が
土
地
を

手
に
入
れ
る
の
に
武
力
を
用
い
た
事
実
、
清
国
で
ア
ヘ
ン
の
交
易
を
し

て
い
た
事
実
、イ
ン
ド
が
植
民
地
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、国
内
の
不

協
和
が
要
因
で
あ
る
事
実
な
ど
を
あ
げ
て
、
ハ
リ
ス
の
主
張
は
虚
偽
で

あ
る
と
論
破
し
て
い
る
。

︵
Ｈ
︶ア
メ
リ
カ
が
、ア
ジ
ア
に
ま
だ
植
民
地
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
は
、松

陰
は
正
確
に
把
握
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
こ
と
に
よ
り
、
松
陰
は
幅
広
く
正
確
な
海
外
認
識

に
基
づ
い
て
、幕
府
・
朝
廷
・
当
時
の
知
識
人
の
対
外
政
策
を
批
判
し
、そ

の
政
治
思
想
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
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表２  ロシアの国勢 19世紀前半

（注）「坤輿図識補」により作成。

表１  イギリスの国勢 19世紀前半

（注）「坤輿図識補」により作成。
原本の数値は散在しているが、最も適切と判断さ
れる数値を組み合わせて作成した。



む
す
び

以
上
、
吉
田
松
陰
と
﹁
坤
輿
図
識
﹂
の
か
か
わ
り
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
松
陰
の
海
外
認
識
を
解
明
し
た
。
そ
の
結
果
、
松
陰
は
幅
広
く
正
確

な
海
外
認
識
を
有
し
て
お
り
、そ
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
、対
外
政
策
を
提

起
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。こ
の
課
題
は
、さ
ら
に
松
陰
が
自
分
で
筆

写
し
生
涯
校
訂
を
続
け
た
﹁
海
国
図
志
﹂
と
の
か
か
わ
り
を
解
明
し
て
、
海

外
認
識
の
事
例
を
豊
富
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

注︵
１
︶﹃
吉
田
松
陰
全
集
﹄
は
、
こ
れ
ま
で
次
の
三
種
類
が
発
行
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
版
の
復
刻
版
が
あ
る
。

①
﹃
吉
田
松
陰
全
集
﹄
山
口
県
教
育
会
編
、
岩
波
書
店
発
行
、
昭
和
九
年
か
ら

昭
和
一
一
年
︵
一
九
三
四
～
一
九
三
六
︶。
定
本
版
と
呼
ば
れ
る
。
全
一
〇

巻
。
原
史
料
に
最
も
忠
実
。

②
﹃
吉
田
松
陰
全
集
﹄
山
口
県
教
育
会
編
、
岩
波
書
店
発
行
、
昭
和
一
三
年
か

ら
一
五
年
︵
一
九
三
八
～
一
九
四
〇
︶。
普
及
版
と
呼
ば
れ
る
。
全
一
二
巻
。

定
本
版
を
も
と
に
、
平
易
に
通
読
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

③
﹃
吉
田
松
陰
全
集
﹄
山
口
県
教
育
会
編
、
大
和
書
房
発
行
、
昭
和
四
七
年
か

ら
四
九
年
︵
一
九
七
二
～
一
九
七
四
︶。
大
衆
版
と
呼
ば
れ
る
。
全
一
〇
巻

と
別
巻
か
ら
な
る
。普
及
版
を
も
と
に
、さ
ら
に
読
み
仮
名
や
註
解
を
増
や

し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
三
種
類
の
﹃
全
集
﹄
が
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
収
録
史
料

は
、定
本
版
を
踏
襲
し
た
ま
ま
で
あ
る
。定
本
版
に
は
、松
陰
が
熟
読
し
た﹁
坤

輿
図
識
﹂、
筆
写
し
た
﹁
海
国
図
志
﹂
な
ど
、
海
外
認
識
の
跡
を
分
析
で
き
る
史

料
は
収
録
・
解
説
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
で
、
中
国
古
典
に
関
す
る
松
陰
の
書

き
込
み
は
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
因
は
、
発
刊
の
辞
に
﹁
容
易
な
ら
ざ
る

時
局
﹂
に
対
応
す
る
た
め
に
刊
行
す
る
と
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
初

期
か
ら
中
期
と
い
う
編
纂
当
時
の
時
局
が
影
響
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

︵
２
︶
松
陰
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
山
田
宇
右
衛
門
を
尊
敬
し
続
け
た
。
安
政
三
年

の
﹁
治
心
気
齋
先
生
に
與
ふ
る
書
﹂
に
は
、﹁
僕
小
少
に
し
て
門
下
に
親
炙
し
、

片
言
隻
辞
、未
だ
嘗
て
正
を
先
生
に
取
ら
ざ
る
は
あ
ら
ず
、先
生
も
亦
傾
倒
し

て
遺
す
な
し
﹂︵﹁
丙
辰
幽
室
文
稿
﹂﹃
吉
田
松
陰
全
集
﹄
二
︿
大
和
書
房
、
一

九
七
二
年
﹀
四
一
三
頁
︶
と
、
少
年
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
山
田
の
考
え

を
正
と
し
て
受
け
入
れ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
以
下
、﹃
吉
田
松
陰
全
集
﹄
か

ら
の
引
用
は
、特
に
断
ら
な
い
限
り
大
和
書
房
版
に
よ
る
の
で
、二
︱
四
一
三

の
よ
う
に
略
記
す
る
。

︵
３
︶﹁
講
孟
余
話
﹂
三
︱
四
一
〇
。

︵
４
︶﹁
坤
輿
図
識
﹂
の
書
誌
的
研
究
と
し
て
は
、
辻
田
右
左
男
﹁
箕
作
省
吾
﹃
坤

輿
図
識
﹄
︱
著
者
を
め
ぐ
る
一
、
二
の
問
題
︱
﹂︵﹃
奈
良
大
学
紀
要
﹄
二
、
一

九
七
三
年
︶
が
あ
る
。

︵
５
︶
定
本
﹃
吉
田
松
陰
全
集
﹄
九
︿
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
﹀
六
八
頁
。

︵
６
︶﹁
坤
輿
図
識
﹂
の
翻
刻
と
し
て
は
、
半
谷
二
郎
﹃
箕
作
省
吾
﹄︵
旺
史
社
、
一

九
九
一
年
︶
が
あ
る
が
、﹁
坤
輿
図
識
﹂
凡
例
に
明
記
さ
れ
て
い
る
、﹁
附
属
国

を
一
字
下
げ
に
す
る
﹂
と
い
う
最
も
重
要
な
レ
イ
ア
ウ
ト
が
守
ら
れ
て
い
な
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い
た
め
、
箕
作
省
吾
の
著
述
意
図
が
伝
わ
ら
な
い
翻
刻
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。

︵
７
︶﹁
坤
輿
図
識
﹂
凡
例
、
萩
松
陰
神
社
蔵
。

︵
８
︶
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
生
涯
は
、
松
陰
お
よ
び
門
人
達
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
。﹁
話
聖
東
小
伝
﹂
は
、
拙
稿
﹁
幕
末
の
志
士
達
の
ア
メ
リ

カ
独
立
戦
争
認
識
﹂︵﹃
山
口
県
地
方
史
研
究
﹄
一
〇
二
、
二
〇
〇
九
年
︶
に
お

い
て
翻
刻
し
た
。﹁
坤
輿
図
識
補
﹂︵
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
。﹁
補
﹂
は
萩
松

陰
神
社
に
は
伝
存
し
な
い
︶巻
二
に
は﹁
話
聖
東
小
伝
﹂が
特
記
さ
れ
て
お
り
、

ワ
シ
ン
ト
ン
の
極
め
て
公
正
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
の
経
歴
を
詳
細
に
記
述

し
、
最
後
に
、﹁
話
聖
東
、
容
貌
尊
厳
、
其
才
以
テ
、
政
官
タ
ル
ニ
足
レ
リ
、
其

勇
以
テ
不
羈
ノ
﹁
ビ
ュ
ル
ゲ
ル
﹂
タ
ル
ニ
足
レ
リ
、
其
事
ニ
処
ス
ル
凝
重
、
百

難
競
起
リ
、勢
極
テ
重
大
ナ
ル
ニ
、至
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、未
タ
嘗
テ
挫
折
セ
ズ
、

其
国
ニ
忠
ナ
ル
コ
ト
、
百
折
ス
レ
ド
モ
銷
磨
セ
ズ
、
政
ニ
臨
ム
ニ
、
国
体
ヲ
失

ハ
ザ
ル
ヲ
以
テ
主
ト
シ
、
邦
ヲ
尊
フ
シ
、
人
民
ヲ
繁
衍
シ
、
恩
ヲ
施
ス
コ
ト
、

一
日
モ
之
ヲ
遺
レ
ズ
、
其
見
解
毎
ニ
根
拠
ア
リ
、
又
私
見
ヲ
主
張
セ
ズ
、
事
ニ

処
シ
テ
厳
正
ナ
レ
ド
モ
、
仁
ア
リ
、
此
レ
話
聖
東
ノ
天
性
然
リ
ト
ス
、
誠
ニ
敬

恭
愛
憐
ス
ベ
ク
シ
テ
、
大
業
ヲ
為
シ
、
偉
功
ヲ
建
ツ
ベ
キ
奇
男
子
ナ
リ
﹂
と
、

ワ
シ
ン
ト
ン
の
政
官
と
し
て
の
才
能
、
そ
の
勇
気
が
独
立
不
羈
た
る
豪
族
に

足
る
も
の
で
あ
る
と
し
、百
難
が
起
こ
ろ
う
と
も
挫
折
せ
ず
、国
に
忠
な
る
こ

と
は
百
折
す
れ
ど
も
銷
磨
せ
ず
、
私
見
を
主
張
せ
ず
、
厳
正
で
あ
っ
て
仁
あ

り
、
大
業
を
成
し
、
偉
功
を
建
つ
べ
き
素
晴
ら
し
い
男
子
と
絶
賛
し
て
い
る
。

︵
９
︶
安
政
六
年
四
月
七
日
付
、
北
山
安
世
宛
吉
田
松
陰
書
翰
、
八
︱
二
九
二
。

︵
付
記
︶

六
七
︵
四
︶
頁
上
段
二
一
行
目
か
ら
下
段
二
行
目
ま
で
の
︵
Ｂ
︶
吉
田
松

陰
の
書
き
込
み
、
お
よ
び
六
五
︵
六
︶
頁
下
段
八
行
目
か
ら
一
七
行
目
ま
で

の
︵
Ｂ
︶
解
説
は
、
英
国
の
清
教
徒
︵
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
︶
が
、
一
六
二
〇
年
、

ア
メ
リ
カ
大
陸
に
移
住
し
た
こ
と
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、英
国
国
教
会︵
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︶の
一
つ
の
教
派
で
あ
る
分
離
派︵
ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
、英
国
国
教
会
の
宗
教
改
革
を
不
徹
底
と
し
て
、さ
ら
に
徹
底

的
な
改
革
を
求
め
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︶の
人
達
の
中
か
ら
、英
国
で
の
弾

圧
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
、メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
に
乗
り
、ア
メ
リ
カ
に
移
住
す

る
者
が
発
生
し
た
事
件
で
あ
る
。ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
、英
国
国
教
会
か
ら
弾

圧
さ
れ
た
が
、
同
じ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
系
統
で
あ
る
。

松
陰
が
、︵
Ｂ
︶
の
書
き
込
み
で
、
新
国
に
居
住
を
希
望
し
た
人
は
﹁
加

特
力
︵
カ
ト
リ
ッ
ク
︶
教
を
奉
じ
﹂
と
書
い
て
い
る
の
は
、
正
確
で
は
な
い

が
、
典
拠
と
し
た
﹃
海
国
図
志
 
墨
利
加
洲
部
﹄
が
、
新
国
に
わ
た
っ
た
二

三
百
人
が
、﹁
加
特
力
教
を
奉
じ
﹂
と
書
い
て
い
る
の
を
、
そ
の
ま
ま
踏
襲

し
て
し
ま
っ
た
間
違
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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「坤輿図識」巻四下、共和政治州総説（松陰神社蔵）
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